
災害復旧事業の申請フロー（災害発生から現地調査までの流れ）

①「災害速報」を文部科学省に提出（発災後速やかに）

●災害発生

②「災害報告書」を文部科学省に提出（発災後１週間以内を目標）

③「国庫負担（補助）事業計画書」を文部科学省に提出（発災後１ヶ月以内を目標）

④国の現地調査（文部科学省・財務省財務局等）

⑤国庫負担金（補助金）の内定 （ハンドブックP１４３）

（ハンドブックP１４０）

（ハンドブックP８５）

（ハンドブックP７６）

（ハンドブックP７７）

※ ②以降の申請事務手続きは、都道府県教育委員会を経由し文部科学省へ提出します
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